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柳井発 伊保田発 三津浜着 三津浜発 伊保田発 柳井着

1 01:00 02:19 03:30 1 03:40 04:56 06:10

2 07:10 08:29 09:35 2 09:45 11:01 12:15

3 12:30 13:49 15:00 3 15:10 16:26 17:40

4 17:50 19:09 20:20 4 20:30 21:46 23:00

※１柳井発（01:00）～三津浜着便および 1三津浜発（3:40）～柳井
着便は日曜日運休

お知らせ５月
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海
技
免
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更
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講
習

　

海
技
免
状
お
よ
び
小
型
船
舶
操

縦
免
許
証
の
有
効
期
間
は
5
年
で
、

有
効
期
間
満
了
日
の
1
年
前
か
ら

更
新
期
間
に
入
り
ま
す
。

※
海
技
士
の
免
状
を
お
持
ち
の
方

は
、
5
日
前
ま
で
に
必
ず
予
約
を

お
願
い
し
ま
す
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※
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士
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を
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に
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す
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分
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東京かむろ会開催のご案内
　
　東京かむろ会は、在京の沖家室出身者が、昭和
１９年に設立し、戦中・戦後の混乱期に一時中断し
ていましたが、昭和２７年に再開し、以来諸先輩が
脈々と繫いでこられた、伝統ある会です。
　年に一度、島の縁に連なる人達が一堂に会し、一
緒に遊んだ仲間や、懐かしい人達と近況や互いの息
災を喜び、そして沖家室島の名物盆踊りに一同打ち
興じ、昨今とかく薄れがちな地縁・血縁を大切にし
会員各位の心の拠り所、交流の場としています。現
在会員数は約１００名で都内在住者４０％、神奈川
県在住者３５％、千葉県在住者１４％、埼玉県在住
者１１％の構成です。
　今回は、会を重ねて６０回の節目に当たりますの
で、参加者全員に故郷を懐かしんでいただける様な
記念品を用意してお待ちしています。

◆開催日時
　６月 13日㈰　正午～

◆開催場所
　JR川崎駅ビル８階　カメリアホール

◆問い合わせ
　東京かむろ会　事務局　河口
　☎（FAX兼用）
　０４（２９３２）２４８７
　Ｅ‐mail　kazuaki-k@mvb.biglobe.ne.jp

　県自主防災推進協議会設立実行委員会の主催により、
自主防災研修会が、次のとおり開催されます。
■日時　６月 20日㈰　午前 10時～午後３時 ( 予定 )
■場所　山口県大島防災センター
■内容　基調講演、講義、図上訓練等
■受講対象者　自治会長等
■申込期限　５月 28日㈮
　図上訓練が予定されているため、人数に制約がありま
す。参加対象者は県内全域からとなっていますが、町で
は 15～ 20 人程度の参加を予定しております ( 申込者多
数の場合は、調整させていただきます )。

◆申し込み・問い合わせ
総務課

☎０８２０（７４）１０００

自主防災リーダー研修会を開催します

　
　県税務課では「地方税徴収支援グループ」を設置し、
各市町に対し県職員を「一括併任」します。
（一括併任とは１市町に多数の県職員を併任することです。）
　町には６名の方が併任され、町税務課とともに税の納
付指導や滞納の解消を行います。併任期間は４月から平
成 23年３月までの約１年間です。

◆問い合わせ
税務課　☎０８２０（７４）１００８

地方税徴収支援グループを設置しました
～　一括併任の実施について　～


